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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月18日(2019.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生成すべき仮想画像におけるユーザの焦点の位置を導出する導出手段と、
　前記生成すべき仮想画像から、前記導出した焦点を含む第１の領域と前記導出した焦点
を含まない第２の領域とを特定する特定手段と、
　前記特定された第１の領域と第２の領域とをレンダリング処理して、仮想画像を生成す
る生成手段と、を有し、
　前記生成手段による前記第１の領域におけるレンダリング処理は、前記生成手段による
前記第２の領域におけるレンダリング処理よりも１画素あたりの処理量が高いことを特徴
とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記生成手段は、前記第１の領域に含まれる仮想物体の詳細度が、前記第２の領域に含
まれる仮想物体の詳細度よりも高くなるようにレンダリング処理を行うことを特徴とする
請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記第１の領域に含まれる仮想物体のポリゴン密度が、前記第２の領
域に含まれる仮想物体のポリゴン密度よりも高くなるようにレンダリング処理を行うこと
を特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記第１の領域を第１のレンダリング手法によりレンダリング処理し
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、前記第２の領域を前記第１のレンダリング手法とは異なる第２のレンダリング手法によ
りレンダリング処理することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の画像処
理装置。
【請求項５】
　前記第１のレンダリング手法はレイトレースレンダリングであり、前記第２のレンダリ
ング手法はラスタライゼーションであることを特徴とする請求項４に記載の画像処理装置
。
【請求項６】
　前記第１のレンダリング手法では、マッピング、シェーディングの付加、影の付加のい
ずれか１つを行うことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の画像処理装置
。
【請求項７】
　前記導出手段は、視線検出装置が検出した前記ユーザの視線の情報に基づいて、前記焦
点の位置を導出することを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の画像処理装
置。
【請求項８】
　前記導出手段は、前記仮想画像の中心を前記焦点の位置として導出することを特徴とす
る請求項１から６のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記特定手段は、前記導出した焦点から所定の距離以下の領域を第１の領域として特定
し、前記導出した焦点から前記所定の距離よりも離れた領域を第２の領域として特定する
ことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記所定の距離は、前記ユーザによって変更可能であることを特徴とする請求項９に記
載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記特定手段は、前記第１の領域に含まれる仮想物体が当該第１の領域に収まるように
前記所定の距離を変更することを特徴とする請求項９または１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　撮像装置により現実空間が撮像された撮像画像を取得する第１の取得手段と、
　前記撮像装置の位置と方向に係る情報を取得する第２の取得手段と、
　前記取得された撮像画像と、前記取得した位置と方向に係る情報に基づいて前記生成手
段により生成された仮想画像と、に基づいて、合成画像を生成する合成手段と、を更に有
することを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記生成された合成画像を表示装置に出力する出力手段を更に有することを特徴とする
請求項１２に記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記表示装置は前記ユーザの頭部に装着されて使用される頭部装着型の表示装置である
ことを特徴とする請求項１３に記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　生成すべき仮想画像におけるユーザの焦点の位置を導出するステップと、
　前記生成すべき仮想画像から、前記導出した焦点を含む第１の領域と前記導出した焦点
を含まない第２の領域とを特定するステップと、
　前記特定された第１の領域と第２の領域とをレンダリング処理して、仮想画像を生成す
るステップと、を有し、
　前記第１の領域におけるレンダリング処理は、前記第２の領域におけるレンダリング処
理よりも１画素あたりの処理量が高いことを特徴とする画像処理方法。
【請求項１６】
　コンピュータを請求項１から１４のいずれか１項に記載の画像処理装置として機能させ
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るためのプログラム。
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